別表（第6条関係）

　1　使用等の不許可（申請時に暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合）
	順序
	内　容

	①
	申請前又は申請時に、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

	②
	管轄警察署への意見の聴取（指定管理者は施設を所管する課等を経由する。）

	③
	管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

	④
	不許可等の決定（管轄警察署の協力を得て、使用等の不許可に関する伝達を行う。）



　2　使用等の許可の取消し（使用等の許可の後、使用等の開始の前までに、暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合）
	順序
	内　容

	①
	使用等の許可の決定

	②
	使用等の許可の後、使用等の開始の前までに、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

	③
	管轄警察署への意見の聴取（指定管理者は施設を所管する課等を経由する。）

	④
	管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

	⑤
	使用等の申請の取下げを求める行政指導（使用等を行わないよう交渉）を行う。（管轄警察署の協力を得て、行政指導又は交渉を行う。）

	⑥
	使用等の許可等を取消す（管轄警察署の協力を得て、使用等の許可等の取消しに関する伝達を行う。）



3　使用等の許可の取消し又は使用等の停止（使用等の許可に基づき施設の使用等を開始した後に、暴力団の利益となる使用等であることが判明した場合）
	順序
	内　容

	①
	使用等の許可の決定

	②
	施設の使用等

	③
	使用等の開始後に、暴力団の利益となる使用等であることの疑いを確認

	④
	管轄警察署への意見の聴取（指定管理者は施設を所管する課等を経由する。）

	⑤
	管轄警察署から暴力団の利益となる使用等である旨の回答の受理

	⑥
	使用等の許可等を取消し、又は使用等の停止を命ずる。（管轄警察署の協力を得て、使用等の許可等の取消し又は使用等の停止に関する伝達を行う。）


　　　備考　④及び⑤の処理は、緊急の場合に該当するため、合意書に基づき電話（口頭）で処理することができる。
